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こどもの未来応援基金事業審査委員会の開催について 

 

令和５年８月３日 

支 援 局 長 決 定 

 

１ こどもの未来応援基金の運営において、透明性及び公平性を確

保するため、こどもの未来応援国民運動の発起人その他の者によ

り構成される基金事業審査委員会（以下「委員会」という。）を

開催する。 

 

２ 委員会は、次に掲げる事項を審査する。 

  一 未来応援ネットワーク事業における支援金の対象経費及び上

限額その他主な内容 

二 未来応援ネットワーク事業において支援金の交付先を選考す

るための公募の方法及び選考基準 

三 未来応援ネットワーク事業における支援金の交付先及び当該

交付先へ交付する支援金の内容 

四 その他委員会の審査が必要と認める事項 

  

３ 委員会の委員は、こども家庭庁支援局長が依頼する者とする。 

 

４ 委員の任期は３年とし、委員は再任されることができる。 

 

５ 会議の運営のため、委員の中から互選により委員長を選出す

る。委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることが

できる。 
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６ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者

が、その職務を代理する。 

 

７ 委員長は、会議の終了後、速やかに、会議の議事要旨を作成

し、これを公開する。 

 

８ 委員会の庶務は、こども家庭庁支援局家庭福祉課において処理

する。 

 

９ 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他

必要な事項は、委員長が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


